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緒
言

『

大
清
新
刑
律』

は
中
国
の
最
初
の
近
代
刑
法
典
で
あ
り
、
清
末
の
修
訂
法
律
大
臣
の
沈
家
本
が
編
纂
責
任
者
で
あ
る
。
日
本
人
学

者
岡
田
朝
太
郎
の
起
草
に
か
か
り
、
中
国
人
委
員
の
董
康
や
汪
栄
宝
等
が
編
纂
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
総
則
と
分
則
と
い
う
立
法

形
式
を
採
り
、
罪
刑
法
定
主
義
・
刑
罰
人
道
主
義
と
い
う
近
代
刑
法
の
原
則
を
確
立
し
、
一
定
の
礼
法
分
離
の
色
彩
を
滞
び
て
い
る
の

で
、
伝
統
中
国
の

｢

出
礼
入
刑｣

、｢

明
刑
弼
教｣

と
い
う
礼
法
一
体
の
法
理
念
に
対
し
て
重
大
な
改
変
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

『

大
清
新
刑
律』

の
編
纂
の
過
程
で
、
礼
教
と
法
律
の
関
係
の
問
題
を
巡
っ
て
、
礼
教
派
と
法
理
派
両
派
の
激
し
い
議
論
が
噴
出
し
た

の
で
あ
る
が
、
学
界
は
こ
れ
を
礼
法
論
争
と
呼
ん
で
い
る
。『

大
清
新
刑
律』

は
捨
て
ら
れ
た
不
用
な
準
備
案
以
外
に
、
第
一
案
か
ら

欽
定
第
六
案
ま
で
と
、
数
が
多
く
、
と
り
わ
け
礼
教
風
俗
の
内
容
が
集
中
的
に
現
わ
れ
る
特
別
条
項
、
即
ち『

附
則』

と『

暫
行
章
程』

が
登
場
し
て
は
次
々
と
入
れ
替
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
双
方
の
論
争
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
別
条
項
が

『

大
清
新
刑
律』

の
何
度
に
も
亙
る
法
案
の
中
で
発
展
し
変
化
す
る
過
程
を
考
察
し
、
史
実
に
基
づ
い
て
論
評
す
る
こ
と
で
、
礼
法
論

争
と
中
国
の
近
代
法
の
変
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一
、
第
一
案

特
別
条
項
制
定
の
提
議

光
緒
三
十
三
年
八
月
二
十
六
日

(

一
九
〇
七
年
九
月
三
〇
日)

と
同
年
十
一
月
二
十
六
日

(

一
二
月
三
〇
日)

、
沈
家
本
は
二
度
に

分
け
て

『

大
清
新
刑
律』

の
総
則
と
分
則
を
そ
れ
ぞ
れ
上
奏
し
た
。
全
五
三
章
、
三
八
七
条
、『

律
目
考』

の
付
い
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
即
ち

『

大
清
新
刑
律』

の
第
一
案
で
あ
る
。『

修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本
等
奏
進
呈
刑
律
草
案
摺』

か
ら
は
、
当
時
の
沈
家
本
等
の

清末の礼法論争の一側面
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立
法
者
は
革
新
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
別
条
項
を
定
め
て
旧
制
を
保
つ
と
の
提
議
を
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
所
謂

『

暫
行

章
程』

と

『

専
例』

の
二
つ
で
あ
る
。
例
え
ば

｢

こ
こ
に
唐
律
及
び
国
初
と
各
国
の
通
例
に
よ
っ
て
、
死
罪
を
減
ら
す
つ
も
り
で
す
。

そ
れ
は
中
国
の
風
俗
の
た
め
に
、
一
時
に
減
ら
す
の
は
難
し
い
の
で
、
例
え
ば
強
盗
、
強
奪
、
発
塚
の
類
は
、
別
に

『

暫
行
章
程』

を

輯
し
、
そ
の
旧
を
残
し
、
人
民
の
進
歩
の
程
度
を
見
て
、
す
べ
て
新
律
に
改
め
る
つ
も
り
で
す

(

１)｣

、
ま
た
、｢

こ
こ
に
死
刑
は
絞
刑
一
種

を
用
い
、
指
定
し
た
刑
の
執
行
は
密
か
に
こ
れ
を
行
な
う
も
の
で
す
。
謀
反
大
逆
、
謀
殺
祖
父
母
・
父
母
等
の
如
き
は
、
と
も
に
罪
が

極
悪
で
あ
る
の
で
、
斬
刑
を
用
い
る
も
の
と
し
、
別
に
専
例
を
輯
し
て
行
な
い
ま
す

(

２)

。｣

と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
案
の
中
で

提
起
さ
れ
た
特
別
条
項
は
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
一
つ
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
永
久
的
な
も
の
で
あ

る
。

｢

別
に
専
例
を
輯
す｣

と
い
う
中
で
挙
げ
ら
れ
た
死
刑
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
中
国
の
伝
統
律
例
の
中
で
、
定
例
の
死
刑
が
絞
・

斬
の
二
等
に
分
れ
る
と
い
う
の
は
、
斬
刑
は
首
と
身
体
が
別
に
な
る
の
で
、
首
と
身
体
が
別
に
な
ら
な
い
絞
刑
に
比
べ
る
と
、
よ
り
重

い
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
田
朝
太
郎
は
死
刑
は
絞
刑
一
種
の
み
を
執
行
方
法
と
す
る
と
主
張
し
、
沈
家
本
は
絞
刑
を
死

刑
の
主
た
る
刑
と
す
る
が
、
斬
刑
を
特
別
刑
と
し
て
、
事
情
の
重
大
な
も
の
に
対
し
て
、
単
行
法
を
立
て
て
斬
刑
を
適
用
す
る
と
主
張

し
た
。
二
人
は
こ
の
点
に
つ
い
て
学
術
的
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が

(

３)

、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

別
に
専
例
を
輯
す｣

と
い
う
特
定
類
型
犯

罪
に
対
し
て
斬
刑
を
適
用
す
る
と
の
主
張
は
、
岡
田
朝
太
郎
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
清
末
の
修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本
に
よ
る
も
の
に

ち
が
い
な
い
。

第
一
案
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た

｢

専
例｣

と

｢

暫
行
章
程｣

は
奏
摺
の
立
法
の
建
議
の
段
階
に
止
ま
っ
て
お
り
、
法
典
の
条
文
の
内

容
に
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
い
く
つ
も
の
案
の
中
の

『

附
則』

と

『

暫
行
章
程』

と
い
う
特
別
条
項
の
始
ま
り

で
あ
る
の
が
見
て
と
れ
る
。
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二
、
第
二
案

『

附
則』

五
条
の
登
場

第
一
案
上
奏
の
後
、
憲
政
編
査
館
は
そ
れ
を
内
外
各
衙
門
の
討
論
に
交
し
た
と
こ
ろ
、
大
学
士
張
之
洞
の
主
管
す
る
学
部
を
代
表
と

す
る
中
央
の
各
部
院
と
地
方
各
省
の
多
く
の
批
判
を
引
き
起
こ
し
た
。
例
え
ば
学
部
は

｢

新
し
い
刑
律
草
案
は
中
国
の
礼
教
の
妨
げ
に

な
る
と
こ
ろ
が
多
い｣
、｢

修
訂
法
律
大
臣
が
中
国
の
旧
律
と
新
刑
律
草
案
を
慎
重
に
比
較
し
て
訂
正
し
、
斟
酌
し
て
改
正
と
削
除
・
併

合
し
、
倫
紀
を
ま
も
り
治
安
を
保
つ
よ
う
命
ず
る
こ
と
を
求
め
る｣

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
朝
廷
は

｢

修
訂
法
律
大
臣
は
法
部

と
合
同
で
述
べ
ら
れ
た
各
節
に
照
ら
し
て
、
も
う
一
度
慎
重
に
斟
酌
し
て
改
正
と
削
除
・
併
合
し
、
上
奏
し
て
処
理
せ
よ
。｣

と
要
求

し
た

(

４)

。
こ
の
よ
う
な
反
対
意
見
の
甚
だ
多
い
世
論
環
境
に
直
面
し
て
、
清
朝
は
宣
統
元
年
正
月
二
十
七
日(

一
九
〇
九
年
二
月
一
七
日)

の
諭
旨
の
中
で
明
確
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。｢

凡
そ
我
旧
律
の
義
倫
常
に
関
わ
る
諸
条
は
、
変
革
す
べ
き
で
な
く
、
天
理
と
民
の

則
を
維
る
こ
と
は
破
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
大
臣
は
こ
の
意
に
務
め
、
改
正
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る

(

５)

。｣

宣
統
元
年
十
二
月
二
十
三
日

(

一
九
一
〇
年
二
月
二
日)

修
訂
法
律
大
臣
は
法
部
と
合
同
で

『

修
正
刑
律
草
案』

を
上
奏
し
た
。
総

則
と
分
則
の
二
編
に
分
か
れ
、
全
部
で
五
三
章
か
ら
成
り
、
条
文
は
四
〇
九
条
で
あ
る
。
別
に

『

附
則』

五
条
が
付
く
。
こ
れ
が
即
ち

『

大
清
新
刑
律』

の
第
二
案
で
あ
る
。
第
二
案
と
第
一
案
を
比
べ
た
と
き
最
も
重
要
な
違
い
は
、
特
別
条
項
が
つ
ま
り

『

附
則』

五
条

と
し
て
正
式
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。

『

附
則』

五
条
の
立
法
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

中
国
と
外
国
の
礼
教
は
異
な
り
、
治
外
法
権
の
回
収
の
た
め
に
は
、
各
国
の
通

例
と
な
っ
て
い
る
や
り
方
を
採
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
行
な
う
外
国
は
、
も
は
や
厳
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
改
正
の
本
旨

に
背
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
中
国
の
名
教
は
、
永
遠
に
行
な
い
替
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
ま
た
こ
の
た
め
に
綱
紀
が
失
わ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
別
に
単
行
法
を
設
け
て
守
ろ
う
と
思
い
ま
す
。『

附
則』

五
条
を
加
え
、
新
旧
の
疎
通
を

清末の礼法論争の一側面
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図
り
、
双
方
守
れ
ば
、
拒
絶
の
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん

(

６)

。｣

『
附
則』

五
条
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条

本
律
は
犯
罪
の
情
状
の
軽
重
に
よ
り
、
条
文
ご
と
に
各
国
が
挙
げ
る
刑
に
照
ら
し
て
適
合
す
る
裁
判
を
求
め
る
が
、
実

行
の
前
に
や
は
り
旧
律
を
参
照
し
詳
し
く
等
差
を
分
か
ち
、
別
に
判
決
例
を
輯
し
て
援
引
に
資
す
こ
と
で
誤
り
を
免
れ
る
。

第
二
条

中
国
の
宗
教
尊
孔
は
、
こ
れ
ま
で
綱
常
礼
教
を
重
ん
じ
て
お
り
、
ま
し
て
や
上
諭
を
奉
じ
何
度
も
神
妙
に
守
る
べ
き
と

注
意
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
清
律
中
の
十
悪
、
親
属
相
隠
、
干
名
犯
義
、
存
留
養
親
そ
し
て
親
属
相
姦
、
親
属
相
盗
、
親
属
相
殴
、

発
塚
の
各
条
は
、
い
ず
れ
も
倫
常
礼
教
に
関
わ
る
の
で
、
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
中
国
人
が
以
上
の
罪
を
犯
し
た
な
ら
、
や
は

り
旧
律
の
や
り
方
に
照
ら
し
別
に
単
行
法
を
輯
し
て
懲
ら
す
も
の
と
す
る
。

第
三
条

死
刑
に
処
す
べ
き
は
、
例
え
ば
乗
輿
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
、
内
乱
、
外
患
、
尊
親
属
に
対
す
る
犯
罪
の
如
き
は
や
は

り
臣
館
の
第
一
次
の
原
奏
に
照
ら
し
て
斬
刑
を
以
っ
て
明
ら
か
な
戒
め
と
す
る
。

第
四
条

強
盗
の
罪
は
、
警
察
、
監
獄
を
設
け
る
ま
で
は
、
や
は
り
臣
館
の
第
一
次
の
原
奏
に
照
ら
し
、
別
に
単
行
法
を
輯
し
酌

量
し
重
き
に
従
っ
て
処
理
す
る
。

第
五
条

中
国
人
の
卑
幼
は
尊
親
属
に
対
し
て
正
当
防
衛
の
例
を
援
引
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

７)

。

『

附
則』

五
条
は
法
部
郎
中
で
あ
り
、
旧
律
の
専
門
家
で
あ
る
吉
同
鈞
の
手
に
な
る
。
吉
同
鈞
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
新
刑
律

草
案
に
対
し
て
、｢
(

法
部)

尚
書
廷
杰
は
反
対
す
る
こ
と
こ
の
上
な
く
、
即
ち
私
を
総
司
の
改
正
の
事
で
派
遣
し
、
私
が
そ
の
間
を

調
和
し
ま
し
た
。
思
う
に
逐
条
の
改
正
は
、
た
だ
状
勢
か
ら
不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
時
は
不
十
分
で
す
。
別
に
章
程
五
条

を
律
の
後
に
附
す
こ
と
で
、
防
ぎ
止
め
る
弥
縫
の
計
を
な
し
た
い
と
思
い
ま
す

(

８)

。｣

こ
こ
で
言
う

｢

章
程
五
条｣

は
、
つ
ま
り

『

附
則』

の
五
条
で
あ
る
。

指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、『

附
則』

五
条
の
第
三
条
、
第
四
条
い
ず
れ
に
も

｢
仍
照
臣
館
第
一
次
原
奏｣

と
い
う
字
句
が
現
わ

論 説
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れ
た
こ
と
で
あ
る
。
所
謂

｢

臣
館｣

と
は
修
訂
法
律
館
を
指
す
の
は
疑
い
な
く
、
こ
れ
は
如
何
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
鍵
と
な

る
の
は
吉
同
鈞
の
身
分
で
あ
る
。
修
訂
法
律
館
は
本
来
刑
部
に
隷
属
し
た
が
、
近
代
の
官
制
改
革
で
、
刑
部
は
法
部
と
改
め
ら
れ
、
修

訂
法
律
館
は
直
後
に
法
部
か
ら
独
立
し
て
、
重
要
な
法
律
編
纂
の
機
構
と
な
っ
た
の
で
あ
り

(

９)

、
当
時
吉
同
鈞
は
法
部
郎
中
で
、
修
訂
法

律
館
の
総
�
と
大
理
院
教
習
を
兼
ね
て
お
り
、
多
く
の
身
分
を
も
っ
て
い
た
。『

附
則』

五
条
の
中
で
用
い
た
の
は

｢

臣
館｣

で
あ
っ

て

｢

臣
部｣
と
い
う
語
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
言
及
し
た
と
こ
ろ
の

｢

仍
照
臣
館
第
一
次
原
奏｣

と
い
う
文
と
関
係
が
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第
一
案
は
修
訂
法
律
館
よ
り
出
て
お
り
、
第
一
案
の
奏
摺
の
中
で
す
で
に
挙
げ
ら
れ
た
特
別
条
項
の
問
題
に
つ

い
て
、
吉
同
鈞
は
自
己
の
兼
職
す
る
機
構
の
呼
称
に
照
ら
し
て
上
奏
し
た
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
簡
便
な
表
現
を
用
い
た
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た

『

附
則』
五
条
と
第
一
案
の
奏
摺
の
提
議
と
の
淵
源
関
係
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
第
三
案

『

附
則』
五
条
の

『

暫
行
章
程』

へ
の
改
正

『

修
正
刑
律
草
案』

完
成
の
後
、
朝
廷
は
憲
政
編
査
館
が
審
査
し
回
答
せ
よ
と
の
諭
を
出
し
、
憲
政
編
査
館
の
審
査
の
後
、『

大
清
新

刑
律』

の
第
三
案
を
作
っ
た
。
こ
の
案
は
総
則
と
分
則
の
二
編
に
分
れ
、
全
五
三
章
、
正
文
は
四
〇
五
条
で
、
別
に

『

暫
行
章
程』

五

条
を
も
つ
。
第
三
案
で
は
、
特
別
条
項
の

『

附
則』

五
条
は

『

暫
行
章
程』

と
改
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条

凡
そ
第
八
十
九
条

(

筆
者
注
、
皇
室
侵
犯
罪)
、
第
一
〇
一
条

(

内
乱
罪)

、
第
一
一
〇
条
と
一
一
一
条

(

い
ず
れ
も
外

患
罪)

、
第
三
〇
六
条

(

尊
親
属
殺
害
罪)

、
第
三
〇
八
条

(

尊
親
属
傷
害
罪)

を
犯
し
て
死
刑
に
処
す
も
の
は
斬
刑
を
用
う
。

第
二
条

凡
そ
第
二
五
二
条
第
一
項
、
第
二
五
三
条
、
第
二
五
五
条
、
第
二
五
七
条
の
罪

(

い
ず
れ
も
墳
墓
発
掘
罪)

を
犯
し
二

等
以
上
の
懲
役
刑
に
処
す
べ
き
も
の
は
そ
の
状
況
に
よ
り
死
刑
に
処
す
こ
と
を
得
。

第
三
条

凡
そ
第
三
六
四
条
の
一
等
の
有
期
懲
役
刑
以
上
及
び
三
六
五
条
、
三
六
七
条
の
刑

(

い
ず
れ
も
強
盗
罪)

に
処
す
べ
き
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も
の
は
、
そ
の
状
況
に
よ
り
死
刑
に
処
す
こ
と
を
得
。

第
四
条

凡
そ
第
二
八
三
条
の
罪(

姦
通
罪)

に
つ
き
無
夫
の
婦
女
は
五
等
の
有
期
懲
役
、
拘
役
或
い
は
百
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

相
姦
者
も
ま
た
同
じ
。

前
項
の
犯
罪
は
婦
女
の
尊
親
属
の
告
訴
を
ま
っ
て
論
ず
、
但
し
尊
親
属
が
事
前
に
容
認
し
或
い
は
事
後
に
利
を
得
て
和
解
し
た
も

の
は
そ
の
告
訴
は
無
効
と
す
。

第
五
条

凡
そ
尊
親
属
に
対
す
る
犯
は
正
当
防
衛
の
例
を
適
用
す
る
を
得
ず

(

�)

。

第
二
案
の

『

附
則』
と
第
三
案
の

『

暫
行
章
程』

を
比
較
す
る
と
、
両
者
は
一
定
の
相
似
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
及
ぶ
罪
名
と

事
項
の
上
か
ら
見
る
と
、
後
者
の
第
一
条
と
前
者
の
第
三
条

(

皇
室
侵
犯
、
内
乱
、
外
患
、
尊
親
属
侵
犯)

、
両
者
の
第
五
条

(

子
孫

は
尊
親
属
に
対
し
て
正
当
防
衛
権
な
し)

は
基
本
的
に
等
し
い
。
そ
し
て
後
者
の
第
三
条
は
前
者
の
第
四
条

(

強
盗
罪)

に
対
す
る
明

確
化
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
前
者
の
第
二
条
を
捨
て
は
し
た
が

(

�)

、
し
か
し
墳
墓
発
掘
罪
に
対
し
て
処
罰
を
加
重
す
る
条
文

(

第
二
条)

は

『

附
則』

の
第
二
条
の
列
挙
す
る
発
塚
罪
に
応
じ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

両
者
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、『
附
則』

は
適
用
主
体
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
条
、
第
五

条
は
い
ず
れ
も

｢

中
国
人｣

と
明
示
し
、
中
国
人
と
外
国
人
を
区
別
し
て
対
処
す
る
主
義
を
採
る
が
、『

暫
行
章
程』

は
こ
の
区
別
が

な
い
。
そ
の
次
に
、『

暫
行
章
程』

の
無
夫
姦
を
罪
と
す
る
こ
と

(

第
四
条)

は
、
前
者
に
は
無
い
こ
と
で
、
こ
れ
は

｢

無
夫
姦｣

の

問
題
は
後
の
論
争
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
焦
点
と
な
り
、
立
法
者
が
応
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
さ
ら
に
、｢

附

則｣

か
ら

｢

暫
行
章
程｣

ま
で
、
呼
称
の
上
で
の
微
妙
で
は
あ
る
が
意
味
深
長
な
変
化
は
、
後
者
の
過
渡
的
色
彩
を
さ
ら
に
強
め
る
こ

と
を
予
言
し
て
い
た
。
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四
、
第
四
案

『

暫
行
章
程』

の
削
除

憲
政
編
査
館
の
審
査
の
後
、
第
三
案
は
資
政
院
一
年
目
の
通
常
会
議
の
議
案
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
。
宣
統
二
年
十
一
月
一
日

(

一
九

一
〇
年
一
二
月
二
日)

に
新
刑
律
の
議
案
は
審
議
が
始
ま
り
、
議
員
の
質
疑
と
政
府
の
特
別
派
遣
員
の
主
旨
説
明
を
経
た
後
、
資
政
院

の
法
典
係
の
係
員
の
審
査
に
交
さ
れ
た
。
資
政
院
の
法
典
係
は
全
部
で
十
八
人
で
、
載
潤
を
係
の
長
と
し
、
汪
栄
宝
を
副
係
長
と
し
、

構
成
員
は
劉
道
仁
、
曹
元
忠
、
陶
保
霖
、
張
輯
光
、
胡
�
泰
、
書
銘
、
貢
郡
王
、
振
将
軍
、
盈
将
軍
、
陶
鎔
、
蒋
鴻
斌
、
顧
視
高
、
那

郡
王
、
劉
曜
垣
、
周
�
、
康
詠
で
あ
る
。
法
典
係
は
二
つ
の
科
に
分
か
れ
、
第
一
科
は
公
法
事
件
を
審
査
し
、
第
二
科
は
私
法
事
件
を

審
査
し
た

(

�)

。
法
典
係
の
係
員
は

『
修
正
刑
律
草
案』

(

第
二
案)

と
憲
政
編
査
館
の
改
正
案
の
注
解

(

第
三
案)

、
そ
し
て
第
一
案
と
議

員
た
ち
の
改
正
案
に
つ
い
て
、
互
い
に
考
察
し
、
詳
し
く
調
べ
、
修
正
し
整
え
、
第
四
案
を
作
っ
た

(

�)

。
こ
の
第
四
案
は
総
則
、
分
則
の

二
編
に
分
か
れ
、
全
五
三
章
、
四
〇
五
条
か
ら
成
り
、『

暫
行
章
程』

は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

宣
統
二
年
十
一
月
一
日

(

一
九
一
〇
年
一
二
月
二
日)

、
政
府
が
特
別
に
派
遣
し
た
楊
度
が
資
政
院
で
新
刑
律
の
主
旨
と
精
神
を
説

明
し
た
時
に
は
、
す
で
に

『

暫
行
章
程』

を
削
除
す
る
趨
勢
は
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。『

暫
行
章
程』

の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
と
新
刑
律

の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
の
で
、
そ
の
た
め
法
典
の
正
文
に
は
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
一
条
は

斬
刑
を
留
め
る
も
の
な
の
で
、
死
刑
は
一
種
と
す
る
旨
と
合
致
せ
ず
、
第
二
、
第
三
条
は
加
重
し
て
死
刑
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
、
死
刑
を
減
ら
す
と
の
旨
と
合
致
し
な
い
。
ま
た
第
四
条
は
立
法
、
司
法
、
外
交
、
礼
教
に
お
い
て
不
都
合
で
あ
り
、
第
五
条
は

国
家
立
法
が
国
民
の
平
等
な
保
護
に
応
ず
る
こ
と
と
衝
突
す
る
。

次
に
、
立
憲
の
期
限
の
変
化
の

『

暫
行
章
程』

に
対
す
る
影
響
で
あ
る
。
も
と
も
と

『

暫
行
章
程』

を
設
け
た
理
由
は
、
次
の
通
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
の
九
年
の
預
備
立
憲
の
計
画
に
照
ら
し
、
宣
統
五
年
に
新
刑
律
を
実
施
し
、
宣
統
九
年
に
は
憲
政
を
実
施
す
べ
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し
と
し
、
両
者
の
間
に
は
な
お
四
年
の
時
間
差
が
あ
っ
た
た
め
、
新
刑
律
を
論
ず
る
時

｢

預
備
立
憲
の
時
代
の
人
民
の
程
度
が
不
足
し

て
い
る｣

の
言
い
方
は
極
め
て
影
響
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
預
備
立
憲
の
計
画
に
基
づ
い
て
宣
統
九
年
に
人
民
が
憲
法
を
行
な
う
能

力
を
も
つ
時
に
は
、
新
刑
律
を
行
な
う
能
力
も
も
つ
と
推
定
し
て
、
そ
こ
で

『

暫
行
章
程』

に
は
過
渡
期
の
役
割
を
加
味
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
今
や
立
憲
の
期
限
が
す
で
に
変
化
し
て
、
宣
統
九
年
か
ら
宣
統
五
年
に
早
め
ら
れ
た
が
、『

暫
行
章
程』

は
立
憲
の
期
限

の
変
更
の
前
に
出
来
て
お
り
、
も
し
今
や
朝
廷
が
人
民
の
程
度
は
す
で
に
宣
統
五
年
に
憲
法
を
遵
守
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る

の
で
あ
れ
ば
、
宣
統
五
年
に
新
刑
律
を
遵
守
す
る
能
力
が
な
い
と
も
は
や
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
資
政
院
は
立
法
機
関
で
あ
り
、
立
法

ヘ
の
協
賛
権
を
も
つ
の
で
、
そ
こ
で
全
国
の
人
民
の
代
表
と
し
て
の
資
政
院
の
議
員
に
人
民
の
程
度
に
つ
い
て
判
断
し
て
も
ら
っ
た
の

で
あ
る

(

�)

。

楊
度
と
比
べ
る
と
、
資
政
院
の
法
典
係
の
副
係
長
と
し
て
の
汪
栄
宝
の
立
場
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
宣
統
二
年
十
二
月
六

日

(

一
九
一
一
年
一
月
六
日)

、
彼
は
法
典
係
を
代
表
し
て
資
政
院
に
第
四
案
の
改
正
の
事
情
を
報
告
し
、
法
典
係
の
係
員
た
ち
は
議

論
を
経
て

『

暫
行
章
程』

は
用
い
ず
と
も
よ
い
と
思
う
と
述
べ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
理
由
書
を
添
え
、
印
刷
し
て
各
議
員
に
渡
し
た

が

(

�)

、
現
在
こ
の
理
由
書
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
筆
者
が
推
測
す
る
に
、
削
除
す
る
最
も
重
要
な
理
由
は
汪
栄
宝
等

『

暫
行
章
程』

削

除
を
支
持
す
る
法
典
係
の
係
員
た
ち

(

�)

の
考
え
方
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
特
別
条
項
と
新
刑
律
の
主
旨
と
精
神
と
は
異
な
っ

た
の
で
あ
る
。

五
、
第
五
案

『

暫
行
章
程』

の
焦
点
と
な
っ
た
問
題
の
表
決

汪
栄
宝
が
宣
統
二
年
十
二
月
六
日

(

一
九
一
一
年
一
月
六
日)

に
資
政
院
に
第
四
案
の
改
正
の
状
況
を
報
告
し
た
後
、
第
四
案
は
資

政
院
の
会
議
の
第
二
回
読
み
合
わ
せ
に
付
さ
れ
た
。
一
つ
に
は
、
立
憲
の
計
画
に
基
づ
い
て
、
新
刑
律
は
宣
統
二
年
に
頒
布
す
る
と
定
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め
ら
れ
、
も
う
一
つ
に
は
、
資
政
院
の
第
一
回
目
通
常
会
議
は
宣
統
二
年
十
二
月
十
一
日

(

一
九
一
一
年
一
月
一
一
日)

に
閉
会
す
る

こ
と
と
な
り
、
時
間
が
こ
の
よ
う
に
緊
迫
し
て
い
る
状
況
の
下
、
宣
統
二
年
十
二
月
六
日
か
ら
九
日
ま
で
、
資
政
院
の
第
三
十
七
回
会

議
か
ら
第
四
十
回
会
議
ま
で
に
お
い
て
、
第
四
案
は
瞬
く
間
の
、
ま
た
同
時
に
激
し
い
論
争
を
伴
っ
た
第
二
回
読
み
合
わ
せ
手
続
を
経

た
の
で
あ
る
。
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
回
読
み
合
わ
せ
は
分
則
の
第
二
八
九
条
ま
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
閉
会
の
時
と
な
り
、

こ
の
た
め
十
日
の
第
四
十
一
回
会
議
で
は
、
三
回
目
の
読
み
合
わ
せ
を
省
略
す
る
方
式
で
総
則
を
採
択
し
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
第
五

案
で
あ
る
。
こ
の
た
め
厳
格
な
意
味
か
ら
言
え
ば
、
第
五
案
は
完
成
し
た
法
案
と
は
言
え
な
い
。

第
四
案
は
既
に

『

暫
行
章
程』

を
削
除
し
て
い
る
と
し
て
も
、
資
政
院
の
議
決
の
中
で
は
、
法
典
の
正
文
の
関
連
条
文
は
論
じ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
第
一
五
条
正
当
防
衛
と
第
二
八
八
条
姦
通
罪
は
、『

暫
行
章
程』

の
焦
点
と
な
っ
た
問
題
に
関
わ
っ
た
。

即
ち
第
五
条
の
尊
親
属
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
権
の
主
張
は
で
き
な
い
と
、
第
四
条
の
無
夫
姦
の
罪
に
つ
い
て
は
、
礼
教
派
の
労
乃
宣

等
は
依
然
と
し
て
改
正
案
の
方
式
で
、
表
決
す
る
こ
と
を
提
案
で
き
た
の
で
あ
る
。
尊
親
属
に
対
し
て
正
当
防
衛
権
を
主
張
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
労
乃
宣
は

『

暫
行
章
程』

か
ら
正
文
に
移
す
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
支
持
し
た
者
は
極
わ
ず
か
で
あ
り
、
当

日
会
議
に
参
加
し
た
一
二
〇
人
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
〇
人
が
起
立
し
て
賛
成
し
た
に
す
ぎ
な
い

(

�)

。
無
夫
姦
に
関
し
て
は
、
二
度
の
表
決

を
経
て
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず

｢

無
夫
姦
は
罪
か
ど
う
か｣

は
、
青
票
と
白
票
の
記
名
投
票
の
方
式
で
行
な
い
、
青
票
は

無
罪
を
表
わ
し
、
白
票
は
有
罪
を
表
わ
す
と
し
た
。
結
果
は
青
票
四
二
票

(

そ
れ
に
は
一
票
の
無
効
票
を
含
む)

、
白
票
七
七
票
で
無

夫
姦
は
有
罪
と
な
っ
た
。
そ
の
次
に

『

暫
行
章
程』

に
定
め
る
か
あ
る
い
は
正
文
に
定
め
る
か
は
、
起
立
で
表
決
す
る
こ
と
と
な
り
、

『

暫
行
章
程』

に
定
め
る
に
賛
成
し
た
も
の
は
四
九
人
、
正
文
に
定
め
る
に
賛
成
し
た
も
の
は
六
一
人
で
あ
っ
た
。
正
文
に
入
れ
る
こ

と
に
賛
成
し
た
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
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六
、
欽
定
第
六
案

『

暫
行
章
程』

の
復
活

資
政
院
の
閉
会
の
後
、
軍
機
大
臣
の
奕
�
を
筆
頭
と
す
る
憲
政
編
査
館
と
資
政
院
が
合
同
で
奏
し
た

｢

議
決
新
刑
律
総
則
繕
単
会
陳

請
旨
摺｣

は
、
そ
の
年
に
沈
家
本
が
第
一
案
を
上
奏
し
た
時
の
や
り
方
を
真
似
て
、
ま
ず
総
則
を
上
奏
し
、
併
せ
て
総
則
に
対
す
る
改

正
意
見
を
提
起
し
、
裁
決
を
請
う
た

(

�)

。
そ
の
後
ま
た
も
や
筆
頭
の
憲
政
編
査
館
が
単
独
で

｢

新
刑
律
分
則
並
暫
行
章
程
未
経
資
政
院
議

決
応
否
遵
限
頒
布
繕
具
清
単
請
旨
�
理
摺｣

を
上
奏
し
、
議
決
を
終
え
て
い
な
い
分
則
と

『

暫
行
章
程』

の
頒
布
を
請
う
た

(

�)

。
上
述
の

諸
請
求
が
、
宣
統
二
年
十
二
月
二
十
五
日

(

一
九
一
一
年
一
月
二
五
日)

の
朝
廷
の
上
諭
裁
可
を
経
て
、
成
っ
た
も
の
が
最
後
の
第
六

案

『

欽
定
大
清
刑
律』

で
あ
る
。『

欽
定
大
清
刑
律』

は
総
則
と
分
則
の
二
編
に
分
か
れ
、
全
五
三
章
、
正
文
は
四
一
一
条
で
あ

り
、
別
に
服
制
諸
図
と

『

暫
行
章
程』
五
条
が
あ
る
。
第
四
案
の
中
か
ら
す
で
に
削
除
さ
れ
た

『

暫
行
章
程』

は
第
六
案
の
中
で
正
式

に
復
活
し
た
。
こ
の
変
化
は
お
そ
ら
く
憲
政
編
査
館
の
上
層
部
の
奕
�
等
の
最
後
の
審
査
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
。
特
別
条
項
の
角
度

か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
も
第
三
案
の
形
に
戻
っ
て
い
る
。

結
び
に
か
え
て

ま
ず
、
特
別
条
項
は
礼
教
派
と
法
理
派
両
派
の
対
立
と
不
協
和
か
ら
生
ま
れ
た
。｢

附
則｣

五
条
を
例
に
と
る
と
、
吉
同
鈞
は
起
草

に
お
い
て
条
文
ご
と
に
法
典
の
正
文
を
改
正
す
る
こ
と
は

｢

不
可
能
な
状
勢｣

、｢

時
間
が
な
い｣

と
し
、｢

弥
縫
の
策
を
施
す｣

の
み

と
言
っ
た
。
こ
れ
は
法
理
派
の
人
々
を
中
心
と
す
る
修
訂
法
律
館
と
礼
教
派
の
人
々
を
中
心
と
す
る
法
部
の

『

修
正
刑
律
草
案』

で
の

協
力
は
不
調
和
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
対
照
の
た
め
に
法
理
派
で
あ
り
、
修
訂
法
律
館
の
提
調
で
あ
る
董
康
の
こ
の
事
に
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関
す
る
次
の
よ
う
な
回
想
を
掲
げ
る
。

｢

修
訂
法
律
館
は
法
部
と
と
も
に
改
正
の
諭
を
賜
わ
っ
た
。
顧
み
る
に
こ
の
事
に
対
し
て
法
部
は
、
反
対
の
態
度
を
と
る
の
み
で
、

律
の
内
容
に
つ
い
て
は
問
う
こ
と
な
く
、
こ
ち
ら
が
何
度
問
い
合
わ
せ
て
も
、
回
答
し
な
い
ば
か
り
で
、
結
局
各
省
の
意
見
を
ま
と

め
た
だ
け
で
あ
る
。
逐
条
修
正
の
後
、
定
本
を
作
成
し
、
奏
稿
に
連
署
し
て
、
部
に
送
っ
た
。
稿
の
前
半
は
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て

の
賛
否
の
理
由
を
詳
述
し
た
。
そ
し
て
稿
の
後
半
は
、
十
余
行
の
空
白
を
設
け
、
法
部
が
意
見
を
自
ら
述
べ
る
た
め
と
し
た

(

�)

。｣

董
康
は
明
ら
か
に
修
訂
法
律
館
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
言
う
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
客
観
的
に
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
や

は
り
礼
教
派
と
法
理
派
双
方
の｢

道
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
相
談
せ
ず｣

の
現
象
を
裏
付
け
て
い
る
。
も
う
一
人
の
法
理
派
の
人
物
で
、

修
訂
法
律
館
第
二
科
総
纂
の
汪
栄
宝
の
日
記
の
中
に
同
じ
様
に
重
要
な
手
が
か
り
が
見
ら
れ
る
。

｢(

宣
統
元
年)

十
二
月
二
十
二
日
…
午
の
刻
に
修
訂
法
律
館
に
到
り
、『(

修
正)

刑
律
草
案』

に
目
を
通
し
連
署
上
奏
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
法
部
は
明
日
具
奏
す
る
こ
と
に
応
じ
、
た
だ
草
案
に

『

附
則』

五
条
を
加
え
、
倫
紀
に
関
わ
る
各
案
は
、
す
べ
て
旧
律

に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
を
旨
と
し
た

(

�)

。｣

汪
栄
宝
は

『

修
正
刑
律
草
案』

の
重
要
関
与
者
で
あ
る
が

(

�)

、
し
か
し
宣
統
元
年
十
二
月
二
十
二
日

(

一
九
一
〇
年
二
月
一
日)

に
な

る
ま
で
、
つ
ま
り
双
方
が

『

修
正
刑
律
草
案』

を
連
署
上
奏
す
る
前
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く

『

附
則』

五
条
を
目
に
し
た
。
こ
の
こ
と

も
同
じ
く
双
方
の
協
力
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
仕
事
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

次
に
、
特
別
条
項
は

『

附
則』

か
ら

『

暫
行
章
程』

に
改
め
ら
れ
、
一
度
は

『

暫
行
章
程』

を
削
除
さ
え
し
た
。
そ
の
移
り
変
わ
り

と
い
う
の
は
礼
教
派
と
法
理
派
双
方
の
力
の
屈
折
し
た
反
映
で
あ
る
。
当
時
の
礼
教
派
は
大
学
士
で
あ
り
軍
機
大
臣
の
張
之
洞
、
資
政

院
議
員
で
あ
り
憲
政
編
査
館
参
議
の
労
乃
宣
を
代
表
と
し
、
支
持
す
る
者
は
法
部
尚
書
廷
杰
、
法
部
郎
中
吉
同
鈞
、
礼
学
館
総
纂
大
臣

で
あ
り
憲
政
編
査
館
咨
議
官
且
つ
資
政
院
議
員
の
陳
宝
�
、
京
師
大
学
堂
総
監
督
で
あ
り
憲
政
編
査
館
咨
議
官
の
劉
廷
�
、
憲
政
編
査

館
統
計
局
局
長
沈
林
一
、
ド
イ
ツ
の
学
者
赫
善
心
等
の
人
物
で
あ
る
。
法
理
派
は
清
末
の
修
訂
大
臣
で
あ
り
資
政
院
の
副
議
長
の
沈
家
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本
を
代
表
と
し
、
支
持
す
る
者
は
日
本
の
学
者
岡
田
朝
太
郎
、
修
訂
法
律
館
提
調
で
あ
り
憲
政
編
査
館
館
員
の
董
康
、
修
訂
法
律
館
第

二
科
総
纂
で
あ
り
憲
政
編
査
館
館
員
ま
た
資
政
院
議
員
、
そ
し
て
資
政
院
法
典
係
副
係
長
の
汪
栄
宝
、
憲
政
編
査
館
参
議
の
楊
度
、
憲

政
編
査
館
編
制
局
副
局
長
章
宗
祥
、
憲
政
編
査
館
編
制
局
局
長
で
あ
り
資
政
院
議
員
の
呉
廷
燮
、
資
政
院
議
員
の
陸
宗
輿
、
憲
政
編
査

館
館
員
の
曹
汝
霖
、
大
理
院
推
事
で
あ
り
京
師
法
律
学
堂
監
督
の
江
庸
等
の
人
物
で
あ
る
。

立
法
に
対
す
る
影
響
の
角
度
か
ら
双
方
を
比
較
す
る
と
、
一
言
で
言
え
ば
、
礼
教
派
は
位
が
高
い
が
法
理
派
は
権
限
が
大
き
い
。
前

者
は
年
功
が
厚
く
、
よ
り
多
く
高
潔
の
士
の
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
與
論
の
上
か
ら
は
新
刑
律
に
対
し
て
影
響
を
与
え
、
人
々
の
多
く

は
伝
統
的
な
科
挙
の
出
身
で
あ
り
、
伝
統
の
律
学
に
は
通
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
近
代
法
学
に
対
す
る
理
解
が
不
足
し
て
い
る
。
後
者

は
法
治
技
術
官
僚
を
中
心
と
し
、
修
訂
法
律
館
、
憲
政
編
査
館
編
制
局
、
資
政
院
法
典
係
等
の
立
法
の
中
枢
部
門
を
支
配
し
て
い
た
。

例
え
ば
沈
家
本
、
董
康
等
の
よ
う
な
旧
律
の
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
汪
栄
宝
、
章
宗
祥
等
の
よ
う
な
日
本
に
留
学
し
、
近
代
法
学

に
通
じ
た
若
い
新
し
い
法
律
家
も
い
た
。
さ
ら
に
岡
田
朝
太
郎
の
よ
う
な
外
国
の
法
学
の
権
威
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
近
代

法
学
の
知
識
階
層
の
転
換
に
つ
き
、
法
政
す
べ
て
革
新
す
べ
し
の
背
景
の
下
、
と
り
わ
け
一
九
〇
九
年
、
礼
教
派
は
中
心
人
物
張
之
洞

の
死
後
、
弁
論
で
は
よ
り
劣
勢
に
な
っ
た
。
た
と
え
労
乃
宣
が
後
に
ド
イ
ツ
の
学
者
赫
善
心
を
招
聘
し
て
応
援
さ
せ
た
と
し
て
も
、
大

勢
を
挽
回
で
き
ず
、
労
乃
宣
が

『

修
正
刑
律
草
案
説
帖』
を
提
起
し
て
主
張
し
た
多
く
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
特
別
条
項
の
存
在
に
は
必
要
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
十
分
肯
定
す
べ
き
な
の
は
第
一
案
の
時
沈
家
本
等
の
人
々
が

｢

暫
行
章
程｣

と

｢

専
例｣

を
立
て
る
積
極
的
意
義
を
提
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
沈
家
本
は
法
理
派
中
の
穏
健
人
物
と
し
て
、
同
派
の

中
の
過
激
分
子
楊
度
の
次
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
た
。｢

派
す
る
と
こ
ろ
の
修
訂
法
律
大
臣
は
や
は
り
老
成
の
典
型
例
で
、
数
十
年
の

旧
律
の
経
験
、
数
年
の
新
律
の
討
論
で
、
論
者
の
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
浅
簿
の
義
を
彼
は
知
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
ん
と
こ

の
よ
う
な
稿
と
な
る
と
は
、
こ
の
国
の
改
革
の
意
が
、
旧
主
義
を
捨
て
て
新
主
義
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か

(

�)

。｣

し
か
し
特

別
条
項
は
礼
教
派
と
法
理
派
双
方
を
分
岐
し
協
調
さ
せ
な
い
と
同
時
に
、
な
お
妥
協
の
余
地
を
残
し
、『

大
清
新
刑
律』

を
一
定
程
度
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国
情
に
対
応
さ
せ
、
過
度
に
先
走
り
さ
せ
る
に
至
ら
せ
な
か
っ
た
。
実
際
上
、
資
政
院
の
無
夫
姦
の
問
題
に
関
す
る
表
決
か
ら
見
る
と
、

議
員
た
ち
が
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
民
意
は
依
然
と
し
て
一
般
的
に
有
罪
と
考
え
て
お
り
、
資
政
院
の
エ
リ
ー
ト
層
も
な
お
か
く
の
如
し

で
あ
っ
た
。
況
や
一
般
の
社
会
の
民
衆
は
な
お
さ
ら
で
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
憲
政
編
査
館
が
最
終
的
に

『

暫
行
章
程』

を
復
活
さ
せ
る

と
決
定
し
た
重
要
理
由
で
あ
ろ
う
。

歴
史
の
視
野
を
広
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な
特
別
条
項
の
変
更
現
象
は
民
国
時
期
に
な
お
演
じ
ら
れ
た
。
民
国
元
年

(

一
九
一
二
年)

、

『

大
清
新
刑
律』

を
基
礎
と
し
た

『

暫
行
新
刑
律』

が
再
度

『

暫
行
章
程』

を
削
除
し
た
。
し
か
し
民
国
三
年

(

一
九
一
四
年)

に
ま

た
も
頒
布
さ
れ
た

『

暫
行
新
刑
律
補
充
条
例』

は
、
そ
の
第
一
条

｢

刑
律
第
十
五
条

(

筆
者
注
、
正
当
防
衛)

は
尊
親
属
に
こ
れ
を
適

用
せ
ず｣

、
第
六
条

｢

良
家
の
無
夫
の
婦
女
の
和
姦
は
五
等
の
有
期
懲
役
或
い
は
拘
役
に
処
す
、
そ
の
相
姦
者
も
ま
た
同
じ

(

�)｣

が
、
ま

た
も
特
別
条
項
の
形
式
で
再
び

『
暫
行
章
程』

の
規
定
を
復
活
さ
せ
た

(

�)

。
さ
ら
に
逆
説
的
な
の
は
、
民
国
四
年

(

一
九
一
五
年)

に
法

理
派
の
人
物
章
宗
祥
、
董
康
等
の
人
が
『
修
訂
刑
法
草
案』

を
制
定
し
て
、
清
末
に
明
確
に
反
対
さ
れ
た

｢

無
夫
姦
は
罪
と
な
る｣

を

法
典
の
正
文
中
に
書
き
入
れ
た
。
草
案
の
完
成
を
告
げ
る
呈
文
の
中
で
、｢

無
夫
の
婦
の
姦
通
の
原
案
は
外
国
の
法
典
が
正
条
に
入
れ

な
い
こ
と
に
基
づ
き
ま
し
た
が
、
清
の
資
政
院
以
来
、
長
ら
く
争
っ
て
お
り
、
今
各
々
類
に
応
じ
て
編
入
し
た
の
で
、
こ
れ
で
與
論
に

対
応
で
き
ま
す
。｣

と
考
え
た

(

�)

。
こ
の
時
章
宗
祥
は
民
国
の
司
法
総
長
と
法
律
編
査
会
の
会
長
で
、
董
康
は
大
理
院
の
院
長
と
法
典
編

査
会
の
副
会
長
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
当
時
の
法
理
派
の
人
々
が
、
彼
ら
と
対
立
し
た
礼
教
派
の
立
場
に
回
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
近

代
の
法
の
変
化
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
法
制
人
物
の
変
わ
り
身
の
早
さ
が
一
つ
の
重
要
な
時
代
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
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注
(

１)
『

大
清
光
緒
新
法
令』

第
一
九
冊
、
商
務
印
書
館
、
宣
統
元
年
二
月
初
版
、
第
二
七
ａ
頁
。

(
２)

『

大
清
光
緒
新
法
令』

第
一
九
冊
、
商
務
印
書
館
、
宣
統
元
年
二
月
初
版
、
第
二
七
ｂ
頁
。

(

３)
参
照
、
沈
家
本

｢

死
刑
惟
一
説｣

(『

寄
�
文
存』

巻
三)

、
沈
家
本

『

歴
代
刑
法
考』

(

附

『

寄
�
文
存』)

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
版
、

第
四
冊
、
第
二
〇
九
九
―
二
一
〇
一
頁
。

(

４)

参
照
、
高
漢
成
主
編

『

大
清
新
刑
律
立
法
資
料
彙
編』

社
会
科
学
文
献
出
版
社
二
〇
一
三
年
版
、
第
一
八
七
―
一
九
〇
頁
。

(

５)
｢

修
改
新
刑
律
不
可
変
革
義
関
倫
常
各
条
諭｣

(

故
宮
博
物
院
明
清
�
案
部
編

『

清
末
籌
備
立
憲
�
案
史
料』

(

下)

、
中
華
書
局
一
九
七
九
年

版
、
第
八
五
八
頁)
。

(

６)
｢

為
修
正
刑
律
草
案
告
成
敬
繕
具
清
単
摺｣
(

沈
家
本
纂
修

『

欽
定
大
清
刑
律』

宣
統
三
年
六
月
刊
刻
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
、
巻
前
奏
疏
、

第
一
八
ｂ
―
一
九
ａ
頁
。

(

７)

修
訂
法
律
館
編

『

修
正
刑
律
案
語』

二
冊
、
鉛
印
本
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
、
第
一
二
七
ａ
―
一
二
七
ｂ
頁
。

(

８)

吉
同
鈞｢

論
新
刑
律
之
顛
末
流
弊
並
始
終
維
持
旧
律
之
意｣

(

吉
同
鈞『

楽
素
堂
文
集』

巻
七
、
中
華
印
書
局
一
九
三
二
年
版
、
第
六
ａ
頁
。)

(

９)

参
照
、
陳
�『

清
末
新
政
中
的
修
訂
法
律
館』

(

中
国
政
法
大
学
出
版
社
二
〇
〇
九
年
版)

第
二
章
、
従
律
例
館
到
修
訂
法
律
館
。

(

�)

参
照
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』

第
一
次
常
年
会
議
第
二
十
三
号
議
場
速
記
録
、
台
湾
政
治
大
学
基
礎
法
学
中
心
蔵
書
。

議
員
の
易
宗
�
の
発
言
の
中
で
こ
の

『

暫
行
章
程』
の
具
体
的
内
容
が
言
及
さ
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
挙
げ
て
い
る
条
文
の
数
字
を
頼
り
に
調

べ
、
第
三
案
に
目
を
通
し
て
、
注
の
形
式
で
具
体
的
罪
名
を
書
き
入
れ
た
。
そ
れ
と
欽
定
第
六
案
の

『

暫
行
章
程』

五
条
と
を
比
較
す
る
と
、

条
文
数
の
変
化
以
外
に
、
罪
名
な
ど
に
は
違
い
は
な
い
。
指
摘
す
べ
き
は
、
易
宗
�
の
発
言
の
中
で
第
四
条
の

｢

無
夫
姦｣

は

｢

尊
親
属
の
告

訴
が
あ
っ
て
論
ず｣

と
い
う
条
件

(

つ
ま
り
こ
の
条
文
の
第
二
項)
に
言
及
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
労
乃
宣
の
文
章
の
中
で
は
こ
の
条

文
の
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。(

労
乃
宣

｢

新
刑
律
修
正
案
彙
録｣
、『

桐
郷
労
先
生�

乃
宣�

遺
稿』

所
収
、
文
海
出
版
社
影
印
、
第
一

〇
四
七
頁)

こ
の
た
め
易
宗
�
の
発
言
は
お
そ
ら
く
省
略
が
あ
る
の
で
あ
り
、
筆
者
は
労
乃
宣
の
文
章
に
基
づ
い
て
補
足
し
た
。

(

�)

憲
政
編
査
館
の
奏
摺
の
中
で

『

附
則』

五
条
の
中
の
第
二
条

｢

各
項
を
列
挙
し
旧
律
を
用
い
、
お
よ
そ
全
体
の
効
力
に
致
る
は
尽
く
失
い
、

極
め
て
朝
廷
の
改
正
の
本
意
に
も
と
る｣

を
批
判
し
た
。
沈
家
本
纂
修

『

欽
定
大
清
刑
律』

宣
統
三
年
六
月
刊
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
、
巻
前
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奏
疏
、
第
二
七
ｂ
頁
。

(
�)

参
照
、
姚
光
祖

｢

清
末
資
政
院
之
研
究｣

台
湾
大
学
政
治
研
究
所
碩
士
論
文
、
一
九
七
七
年
、
第
七
七
・
一
〇
一
頁
。
後
に
資
政
院
が
無
夫

姦
の
問
題
に
つ
い
て
表
決
し
た
中
で
、
法
典
係
の
構
成
員
の
八
人
が
投
票
に
参
加
し
、
無
夫
姦
を
罪
と
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
の
は
汪
栄
宝
、

書
銘
、
陶
保
霖
、
顧
視
高
、
劉
曜
垣
等
五
人
で
あ
り
、
反
対
者
は
曹
元
忠
、
蒋
鴻
斌
、
康
詠
の
三
人
で
あ
っ
た
。

(

�)

参
照
、｢
議
決
新
刑
律
総
則
繕
単
会
陳
請
旨
裁
奪
摺｣

(『

欽
定
大
清
刑
律』

巻
前
奏
疏
所
収)

三
一
ｂ
―
三
二
ａ
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』

第
一
次
常
年
会
議
第
三
十
七
号
議
場
速
記
録
、
労
乃
宣

『

新
刑
律
修
正
案
彙
録』

第
一
〇
二
七
―
一
〇
五
三
頁
。

指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
奏
摺
の
中
で
言
及
す
る
の
は
第
二
案
と
第
三
案
で
は
あ
る
が
、
速
記
録
と
労
乃
宣
の
記
載
か
ら
見
る
と
、
第

一
案
と
議
員
の
修
正
案
が
審
査
の
時
に
も
参
考
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
実
際
の
状
況
は
お
そ
ら
く
、
前
の
二
つ
を
主
と
し
、
後
ろ

の
二
つ
を
補
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

(

�)

参
照
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』

第
一
次
常
年
会
議
第
二
十
三
号
議
場
速
記
録
。

(

�)

参
照
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』
第
一
次
常
年
会
議
第
三
十
七
号
議
場
速
記
録
。
汪
栄
宝
の
日
記
か
ら
見
る
と
、
資
政
院
の
法
典
係
は
宣
統

二
年
十
一
月
二
十
日
に

｢

暫
行
章
程
刪
除
説
帖｣

を
提
出
し
た
。『

汪
栄
宝
日
記』

韓
策
・
崔
学
森
整
理
、
王
暁
秋
審
査
・
修
訂
、
中
華
書
局

二
〇
一
三
年
版
、
第
二
二
五
頁
。

(

�)

当
時

『

暫
行
章
程』

を
削
除
す
る
法
典
係
の
会
で
な
す
べ
き
だ
っ
た
の
は
表
決
の
多
数
を
通
じ
て
採
択
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
全
体
が
一

致
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
の
資
政
院
で
の
無
夫
姦
問
題
に
つ
い
て
の
表
決
の
中
で
、
法
典
係
の
構
成
員
は
八
人
が
投
票
に
参
加
し
、
無
夫
姦

を
罪
と
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
の
は
汪
栄
宝
、
書
銘
、
陶
保
霖
、
顧
視
高
、
劉
曜
垣
等
五
人
で
、
反
対
者
は
曹
元
忠
、
蒋
鴻
斌
、
康
詠
の
三
人

で
あ
る
。

(

�)

参
照
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』

第
一
次
常
年
会
議
第
三
十
七
号
議
場
速
記
録
。

(

�)

参
照
、『

資
政
院
会
議
速
記
録』

第
一
次
常
年
会
議
第
三
十
九
号
議
場
速
記
録
。
青
票
と
白
票
の
名
簿
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

白
票
者

黄
懋
澄
、
陳
樹
楷
、
呉
徳
鎮
、
於
邦
華
、
康
詠
、
王
曜
南
、
梁
守
典
、
呉
懐
清
、
劉
志
�
、
李
素
、
範
彭
齢
、
劉
懋
賞
、
張
之
霖
、

陶
毓
瑞
、
李
時
燦
、
彭
運
斌
、
王
紹
	
、
蒋
鴻
斌
、
汪
龍
光
、
鄒
国


、
徐
穆
如
、
斉
樹
楷
、
王
玉
泉
、
陳
瀛
洲
、
曹
元
忠
、
呉
緯
炳
、
�
�
、

奎
濂
、
栄
普
、
宜
純
、
栄
敦
、

忠
、
魏
聯
奎
、
志
鈞
、
延
候
爵
、
存
興
、
劉
能
紀
、
定
秀
、
慶
将
軍
、
盛
昆
、
柯
劭
�
、
方
還
、
李
湛
陽
、
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羅
乃
馨
、
王
鴻
図
、
宋
振
声
、
孫
以
�
、
陶
葆
濂
、
顧
棟
臣
、
李
士
�
、
陳
善
同
、
許
鼎
霖
、
夏
寅
官
、
馬
士
傑
、
王
�
祥
、
鄭
錫
�
、
談
鉞
、

黄
毓
堂
、
黄
晋
蒲
、
楊
錫
田
、
索
郡
王
、、
多
郡
王
、
色
郡
王

(

筆
者
注
、
同
名
が
二
名
い
る)

、
高
�
霄
、
張
�
、
万
慎
、
羅
其
光
、
王
佐
良
、

栄
凱
、
毓
善
、
崇
方
、
李
経
�
、
寿
公
、
希
�
、
陳
宝
	
、
労
乃
宣
。

青
票
者

陳
国


、
劉
緯
、
李
文
熙
、
陳
懋
鼎
、
呉
賜
齢
、
尹
�
章
、
劉
述
堯
、
邵
羲
、
孟
昭
常
、
汪
栄
宝
、
書
銘
、
黄
象
熙
、
文
�
、
陳

敬
第
、
余
鏡
清
、
慶
山
、
胡

泰
、
沈
家
本
、
潘
鴻
鼎
、
�
継
恭
、
胡
駿
、
鄭
際
平
、
陶
保
霖
、
劉
景
烈
、
籍
忠
寅
、
柳
汝
士
、
呉
廷
燮
、
江

辛
、
馮
汝
梅
、
周
廷
励
、
劉
曜
垣
、
陳
命
官
、
彭
占
元
、
黎
尚
�
、
雷
奮
、
劉
澤
熙
、
王
廷
楊
、
王
佐
、
顧
視
高
、
章
宗
元
、
王
�
芳
、
陸
宗

輿
。

そ
の
中
で
呉
賜
齢
の
一
票
は
無
効
票
と
な
っ
た

(

票
上
に
書
き
込
み
が
あ
っ
た
た
め)

。

こ
の
名
簿
は
次
に
よ
る
。
労
乃
宣

『

新
刑
律
正
案
彙
録』

第
一
〇
五
二
―
一
〇
五
三
頁
。

(

�)

沈
家
本
纂
修

『

欽
定
大
清
刑
律』

宣
統
三
年
六
月
刊
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
、
巻
前
奏
疏
、
第
三
〇
ａ
―
三
三
ｂ
。

(

�)

前
掲
注

(

�)

沈
家
本
纂
修

『
欽
定
大
清
刑
律』

第
三
四
ａ
―
三
七
ａ
。

(

�)

董
康

｢

中
国
修
訂
法
律
之
経
過｣
(『
董
康
法
学
文
集』

何
勤
華
・
魏
瓊
校
訂
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
二
〇
〇
五
年
版
、
第
四
六
三
頁
。)

(

�)
『

汪
栄
宝
日
記』

韓
策
・
崔
学
森
整
理
、
王
暁
秋
審
査
・
修
訂
、
中
華
書
局
二
〇
一
三
年
版
、
第
一
〇
三
頁
。

(

�)
『

汪
栄
宝
日
記』

の
中
に
は

『

修
正
刑
律
草
案』
に
参
加
し
た
多
く
の
記
載
が
あ
る
。
１
、
宣
統
元
年
十
月
十
八
日
…
修
訂
法
律
館
に
到
り
、

綬
経

(

董
康)

が
刑
律
草
案
改
正
を
分
担
す
る
こ
と
。
私
は
分
則
の
第
一
章
か
ら
第
二
十
章
を
担
当
す
る
。
２
、
十
月
二
十
九
日
…
刑
律
草
案

分
則
の
注
釈
を
作
り
第
一
章
終
わ
る
。
３
、
十
一
月
二
日
…
十
一
時
に
法
律
館
に
赴
き
、
刑
律
草
案
分
則
第
一
章
の
注
釈
を
書
記
の
清
書
に
交

す
。
４
、
十
一
月
四
日
、
早
朝
、
刑
律
草
案
注
釈
を
作
り
、
分
則
第
二
章
で
き
る
。
５
、
十
一
月
五
日
…
法
律
館
に
到
り
、
刑
律
分
則
第
二
章

の
注
釈
を
書
記
の
清
書
に
付
す
。
６
、
十
一
月
八
日
…
刑
律
草
案
分
則
第
三
章
の
注
釈
を
作
る
が
、
未
完
。
７
、
十
一
月
九
日
…
法
律
館
に
到

り
刑
律
草
案
の
注
釈
を
作
り
、
第
三
章
が
終
わ
り
、
書
記
の
清
書
に
付
す
。
８
、
十
一
月
十
二
日
…
法
律
館
に
到
り
刑
律
草
案
分
則
の
注
釈
を

作
り
、
第
四
章
終
わ
る
。
９
、
十
一
月
十
六
日
…
刑
律
草
案
分
則
の
注
釈
を
作
り
、
第
五
章
終
わ
る
。
10
、
十
一
月
十
九
日
…
修
訂
法
律
館
に

到
り
刑
律
草
案
分
則
の
注
釈
を
作
り
、
午
後
三
時
と
な
り
、
第
六
章
終
わ
る
。
11
、
十
一
月
二
十
三
日
、
修
訂
法
律
館
に
到
り
刑
律
草
案
分
則

の
注
釈
を
作
り
、
第
七
章
終
わ
る
。
12
、
十
一
月
二
十
九
日
…
刑
律
草
案
分
則
の
注
釈
を
作
り
、
第
八
章
か
ら
第
十
章
十
二
時
頃
よ
う
や
く
終
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わ
る
。
13
、
十
二
月
一
日
…
修
訂
法
律
館
に
到
り
、
刑
律
草
案
の
注
釈
を
綬
金
に
交
す
。

『

汪
栄
宝
日
記』

韓
策
・
崔
学
森
整
理
、
王
暁
秋
審
査
・
修
訂
、
中
華
書
局
二
〇
一
三
年
版
、
第
八
二
、
八
五
、
八
七
、
八
八
、
九
〇
、

九
一
、
九
二
、
九
三
、
九
六
頁
。

(

�)
楊
度

｢

論
国
家
主
義
與
家
族
主
義
之
区
別｣

(

劉
晴
波
主
編

『

楊
度
集』

所
収
、
湖
南
人
民
出
版
社
二
〇
〇
八
年
版
、
第
五
三
二
頁)

。

(

�)

司
法
部
編

『

改
定
司
法
例
規』

(

下)

、
一
九
二
二
年
、
第
一
〇
八
九
―
一
〇
九
〇
頁
。

(

�)

章
宗
祥
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
例
は
旧
派
の
人
物
沈
銘
昌
、
沈
金
�
等
の
人
よ
り
で
た
も
の
で
あ
る
。
参
照
、
章
宗
祥

『

新
刑
律
頒
布
之

経
過』

(

中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
委
員
会
編

『

文
史
資
料
存
稿
選
編』

�

第
一
刷�

所
収
、
中
国
文
史
出
版
社
二
〇

〇
六
年
版
、
第
三
七
頁)
。

(

�)

修
訂
法
律
館
編

『

法
律
草
案
彙
編』

(

刑
法)

、
台
北
成
文
出
版
社
一
九
七
三
年
版
、
第
二
頁
。

補
記本

稿
は
、
清
華
大
学

(

北
京)

副
教
授
で
あ
り
、
清
華
大
学
法
学
院
近
代
法
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
も
務
め
る
陳
新
宇
氏
か
ら
、
谷
口
昭
教
授
の
退
職

記
念
の
た
め
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
陳
氏
が
責
任
者
で
あ
る
国
家
社
科
基
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

｢『

大
清
新
刑
律』

新
研
究
及
資
料

彙
編｣

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

清末の礼法論争の一側面
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